
都道府県法人番号 1000020230006

令和２

愛知県 事業計画

年度



１．今年度に都道府県及び市町村が実施する事業（交付金等） （単位：千円）

２．消費者行政予算及び今年度の支出等額 （単位：千円）

↑常勤化、定員増反映後

３．消費生活相談員養成事業

人

人日

人

人日

※「支出等」には、地方消費者行政活性化基金の取崩しを含む。

13,658                       

事業計画【総括表】令和２ 年度

市町村

愛知県

18,994                 

事業名（事業メニュー）

強化事業

７.消費者安全法第47条第２項の規定に基づく法定受
託事務

384                            384                     

-                               

合計

強化事業（各メニュー合計） 5,336                         

３.消費生活相談員等レベルアップ事業

２.消費生活相談員養成事業

推進事業及び活性化事業

15,713                 

１.消費生活相談機能整備・強化事業
※都道府県は被災４県のみ

-                               

-                         

125,911               -                               125,911                      

3,082                   

2,505                   

消費者行政予算総額

129,103                                                         

3                               

合計

①参加者総数

法人募集型

12,432                       

管内全体の研修参加

24%

③実地研修受入自治体

実施形態

②年間研修総日数

②年間研修総日数

自治体参加型

①参加者総数

５.市町村の基礎的な取組に対する支援事業

６.地域社会における消費者問題解決力の強化に関す
る事業

10,358                       

24%

支出等額（強化事業（交付金）を除く）

3                         

154,160                      

5,355                         

147,598                                                         

支出等割合（強化事業（交付金）を除く）

604,613                                                         

475,510                                                         

都道府県予算

管内市町村予算総額

166,592               

1,357                         

-                               

③参加自治体

４.消費生活相談体制整備事業

1,148                         

都道府県

3,082                         

-                               



今年度都道府県及び市町村が実施する強化事業（交付金） （単位：千円）

5,200 2,600

１．（2）⑧消費税率引上げ及び軽減税率制度導入への対応

１．（2）⑩高度情報化社会に対応した消費生活相談対応の実施

１．（2）⑨ギャンブル等依存症対策に係る取組

１．（１）④エシカル消費の普及・促進

１．（１）③食品ロス削減の取組

１．（１）②障害者に対する消費生活相談の整備

１．（１）①消費者安全確保地域協議会の構築等

事業名（事業メニュー）

別表１

１．（２）①地方公共団体における法執行体制の強化 505 252

１．（１）⑤消費者志向経営の普及・促進

１．（２）⑦新たな食品表示制度の普及･啓発

１．（２）⑥適格消費者団体及び特定適格消費者団体設立に向けた支援

１．（２）⑤公益通報者保護制度の推進

１．（２）④風評被害の防止のための取組

１．（２）③訪日・在日外国人に対する相談窓口の整備

１．（２）②若年者への消費者教育の推進

合計

２．②国が指定するテーマで研修の開催

２．①国が指定する研修への参加 2,784

27,327 13,658 

1,389

1,800

8,518 4,257

1,796 898

市町村

事業経費

54 27

1,208 604

10,675 5,336 

1,110 555

4,073 2,036

3,694 1,847

都道府県

1,293 646

事業経費 交付金対象経費 交付金対象経費

4,167 2,083

3,600



都道府県実施事業分（推進事業及び活性化事業）

１．都道府県が実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

令和２年度第
１次補正予算

事業概要 令和２年度第
２次補正予算

事業経費 令和元年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

384

1,357

⑤消費生活相談員養成事業（研修開催）

①市町村直接支援事業（巡回指導：130日）（OJT
研修：60日）【交付金】

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

事業名（事業メニュー）

1,310
①消費者教育推進支援事業【交付金】
②消費者安全確保地域連絡協議会運営費【交付
金】

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）※被災４県及び熊本県

⑦消費生活相談員等レベルアップ事業（研修開
催）

⑧消費生活相談員等レベルアップ事業（研修参
加支援）

①消費生活相談員等キャリアアップ研修
　相談員向け(未就業者〔資格を保有するが窓口
に勤務していない者〕含む）：19人・5日間、行政職
員向け：35人・1日間） 【交付金】
②国民生活センター等研修派遣（19人 3日間、3
人 2日間、PIO-NET2020刷新操作研修）【交付
金】
③国民生活センター等消費者教育関連研修派遣
（2人、3日間）【交付金】

①消費生活相談機能整備・強化事業（増設・拡
充）※被災４県及び熊本県

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）※被災４県及び熊本県

別表２

⑨消費生活相談体制整備事業

⑩市町村の基礎的な取組に対する支援事業

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト
等）※被災４県及び熊本県

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

4,045
⑭地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

①消費生活相談員等キャリアアップ研修（50人規
模。相談員向け(未就業者〔資格を保有するが窓
口に勤務していない者〕含む）５日間、行政職員向
け１日間）【交付金】
②消費生活相談体制充実・強化に係る研究会の
開催（1回）【交付金】
③専門分野チームに係る研究会の運営（3チー
ム）【交付金】
④消費者あんしんサポートあいちの運営【交付金】

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

令和２年度
本予算

1,357

384

1,310

4,045

対象経費

交付金等対象経費

①キャリアアップ研修経費（旅費）
②国民生活センター研修経費等（旅費・負担金）
③国民生活センター等消費者教育関連研修経費
（旅費・負担金）

①市町村直接支援事業（旅費・需用費）

①講師の報償費・旅費、 啓発資材購入の需用
費、役務費、委託料
②座長・講師の報償費、出席者等旅費、会議資
料費・食糧の需用費

①キャリアアップ研修業務委託（委託料）
②研究会（講師等の報償費・旅費、職員旅費、食
糧費（需用費））
③研究会（専門家の報償費・旅費・需用費）
④消費者あんしんサポートあいち運営（専門家等
の報償費・旅費、 通信費（役務費））



- - - - 7,096 合計

⑮消費者安全法第47条第２項の規定に基づく法
定受託事務

7,096 



２．都道府県が実施する推進事業及び活性化事業の詳細

①市町村の消費生活相談体制の充実・強化の取組を支援する。
　・県の相談員による市町村巡回指導（1３０日）＜H25年度からの継続事業＞
　・県の相談窓口に市町村相談員等を受け入れＯＪＴ研修（６０日）＜H27年度からの継続事業＞

○広報紙・啓発紙の発行、出前講座、特定のメディアへの広報など

①消費者教育推進支援事業＜H25年度からの継続事業＞
　・学校や地域等で開催される研修会等に消費者教育の専門家を講師として派遣する。
　・講師派遣（消費者向け20回・指導者向け14回）
②消費者安全確保地域連絡協議会運営費＜H28年度からの継続事業＞
　・「消費者安全確保地域連絡協議会」を運営する（年1回）。

○なし

なし

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

（既存）

（強化）

（既存）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）※被災４県及び熊本県

（強化）

（強化）

（強化）

（既存）

⑦消費生活相談員等レベルアップ事業（研修開
催）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）※被災４県及び熊本県

①消費生活相談機能整備・強化事業（増設・拡
充）※被災４県及び熊本県

（既存）

○国民生活センター主催の研修会への参加支援

市町村支援のための県相談員のスキルアップ、資質向上等を図る。
①消費生活相談員等キャリアアップ研修への参加支援：相談員(未就業者〔資格を保有するが窓口に勤務していない者〕含む）：５日間　行政職員対象：1日間＜H25年度からの継
続事業＞
②国民生活センター等主催の研修会への参加支援（PIO-NET2020刷新操作研修を含む）＜H25年度からの継続事業＞
③国民生活センター等主催の消費者教育にかかる研修会への参加支援＜H27年度からの継続事業＞

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

事業名

⑩市町村の基礎的な取組に対する支援事業

（既存）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト
等）※被災４県及び熊本県

⑧消費生活相談員等レベルアップ事業（研修参
加支援）

（強化）

⑨消費生活相談体制整備事業
（既存）

⑤消費生活相談員養成事業（研修開催）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（既存）



①消費生活相談員等キャリアアップ研修：相談員(未就業者〔資格を保有するが窓口に勤務していない者〕含む）対象：５日間　行政職員等対象：1日間　各回50名程度の選択受
講方式）＜H29年度からの継続事業＞
②消費生活相談体制充実・強化に係る研究会：市町村職員を対象に、消費者行政・消費生活相談のあり方・先進事例等の説明・紹介を行い、充実強化の動機付けとする。（1回
実施）＜H26年度からの継続事業＞
③専門分野チームに係る研究会の運営：県に専門分野チームを3分野設置・運営するとともに、県弁護士会等の支援のもとに研究等を行う。＜H26年度からの継続事業＞
④消費者あんしんサポートあいちの運営：県弁護士会等と連携・協働し相談の早期解決を図るとともに、困難事案の解決力･対応力を強化する。＜H27年度からの継続事業＞

⑭地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑮消費者安全法第47条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（都道府県分。該当する場合に記載）

年間実地研修受入総日数

４．消費生活相談体制整備事業（都道府県分。該当する場合に記載） ５．市町村の基礎的な取組に対する支援事業

人 人時間／年 人 人時間／年

人 人

人 千円 人 千円

対象人員数計

有

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

対象人員数
（報酬引上げ）

年間研修総日数

前年度における首長表明の有無

６．地方消費者行政強化事業及び推進事業実施要領、地方消費者行政活性化基金管理運営要領の各別添２第２に係る特例

人日

前年度における雇止めの有無 無

法人募集型

追加的総費用

追加的総業務量（総時間）

人

追加的総業務量（総時間）

人日

参加者数

対象人員数計 追加的総費用

研修参加・受入要望

対象人員数
（報酬引上げ）

実施形態

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

実地研修受入人数人

自治体参加型



管内市町村実施事業分（推進事業及び活性化事業）

１．管内の市町村が実施する推進事業及び活性化事業の総額（交付金等） （単位：千円）

190,444 - 43,110 合計 6,000 - 

⑬消費者安全法第47条第２項の規定に基づく法
定受託事務

名古屋市 3 3

91,392 

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

6,000

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

名古屋市、豊山町、江南市、大府市、阿久比町、
武豊町

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

名古屋市、瀬戸市、尾張旭市、豊明市、東郷町、
豊山町、常滑市、阿久比町、岡崎市、刈谷市、幸
田町、豊田市、みよし市

10,948

58

⑧消費生活相談体制整備事業

名古屋市、瀬戸市、春日井市、小牧市、豊明市、
日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、豊山
町、一宮市、犬山市、江南市、稲沢市、岩倉市、
扶桑町、津島市、半田市、常滑市、東海市、大府
市、知多市、岡崎市、碧南市、刈谷市、安城市、
西尾市、知立市、高浜市、幸田町、豊田市、みよ
し市、東三河広域連合

173,788 43,110

1,101

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） 名古屋市

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

交付金等対象経費計

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

日進市、津島市、半田市、大府市

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

江南市、岩倉市 540

別表３

事業名（事業メニュー） 実施市町村 事業経費 令和２年度
本予算

令和２年度第
２次補正予算

令和２年度第
１次補正予算

令和元年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

58

4,006

1,090

82,801

4,358

概要

事務所及び事務機器に係る賃借料

消費生活相談のための弁護士相談体制の構築

2,542

540

研修講師謝金、講師旅費

消費者安全法に基づく立入調査

消費生活相談員、消費者行政担当者の研修参加
支援

消費生活相談日数増に伴う消費生活相談員の拡
充、報酬引き上げ

消費者被害の未然防止のための消費者教育・啓
発（チラシ配布・講座開催等）



２．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（管内市町村分合計。該当する場合に記載）

年間実地研修受入総日数

３．消費生活相談体制整備事業（管内市町村分合計。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円125     122,478   

対象人員数
（報酬引上げ）

32      

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

121     62,615  

人

年間研修総日数 人日 人日

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数

実施形態 自治体参加型 法人募集型



１．今年度の推進事業支出予定額（基金活用分は除く） ２．今年度の基金取崩し予定額

　 　

３．消費者行政予算について（１）

千円

千円

千円 321,350           

千円

千円

128,453           

13,658             

千円 千円 5,336              

千円 116,671           千円

-                    

千円

千円

21,780             

千円

千円

千円

千円 3,671              

千円

うち交付金等対象経費（強化事業分） 千円 9,987              千円

うち交付金等対象経費（強化事業分） 千円2,991              

うち交付金等対象外経費

千円122,591          

千円-                   千円-                   -                   

84,654            千円千円

千円

千円

251,246          

千円

438,021          

1,611              

-1,329             

-                    

千円

千円

千円 2,345              

千円

595                 

千円

千円

108,263          千円

18,994            

千円

千円

8,425              

-                    

千円

467,645           

127,492           

-                    

千円

108,263           千円

604,613          

別表４ 交付金等の管理等

うち都道府県分

うち管内の市町村合計

千円

千円

千円

交付金分

①都道府県の消費者行政予算

147,598           

7,096              

140,502           うち管内の市町村合計

交付金相当分

-                    

-                    

うち交付金等対象経費（推進事業及び活性化事業分）

千円うち交付金等対象の賃料、人件費等

千円

千円

94,891             

千円459,568          

千円

千円

千円

うち交付金等対象外経費

千円

うち都道府県分 -                    千円

129,103           

-                    

343,492           258,476           うち交付金等対象外経費

千円

平成20年度

94,891             千円

千円 7,096              

前年度

-                    

千円

353,367          千円

千円

258,476           千円

うち交付金等対象経費（推進事業及び活性化事業分） 千円

千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

②管内の市町村の消費者行政予算総額 217,034           

対平成20年度

34,212             

-                    千円

今年度

千円

千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

-21,547          千円

20,190            千円

25,007            

千円 12,978            

128,453          千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金等対象経費（推進事業及び活性化事業分）

③都道府県全体の消費者行政予算総額

うち交付金等対象の賃料、人件費等

595,137          

千円

千円

353,367          千円

うち交付金等対象経費（強化事業分）

千円

千円

千円

千円 千円

千円

対前年度

116,076           

千円

千円

114,166           

千円475,510           

千円

7,865              

千円

千円

千円

千円

千円

千円

-22,142           千円

-                    

20,190             

千円

62,874             

-                    

千円

140,502           千円

6,016              

千円

9,476             千円

147,598          

千円

26,336             

千円

千円



４．消費者行政予算について（２）

※交付金等支出額は、強化事業分及び先駆的事業分を除いたもの

④③を含めた交付金等対象外経費

⑤消費者行政予算総額に占める交付金等支出割合※

うち都道府県

うち都道府県

うち管内市町村

うち都道府県

うち管内市町村

うち都道府県

％

116,671           

千円

24.41197923

うち管内市町村

千円

千円

％

うち管内市町村

438,021           

人

-                    

人②定数内の消費者行政担当者数（今年度末時点）（想定）

③定数内の消費者行政担当者の人件費（想定）

％29.54764358

-                    

千円

千円

5.496386606

千円

321,350           

うち管内市町村 人

①定数内の消費者行政担当者数（平成20年度末時点） -                    

うち都道府県 人

人

人



６．都道府県の消費生活相談員の配置について

７．今年度の都道府県の相談員の処遇改善に向けた取組

千円

相談員数

相談員総数

人

人

人相談員数

千円

千円

千円

相談員数

今年度末の予定基金残高（交付金相当分）

今年度の基金取崩し予定額（交付金相当分）

今年度の基金運用収入予定（交付金相当分）

4,500,000                         設置当初の基金残高（交付金相当分）

-                                     

-                                     

前年度末の基金残高（交付金相当分）

人

③就労環境の向上

市町村支援のためのスキルアップ、資質向上等のため、国民生活センター等の研修により
多くの相談員を参加させる。

千円

23          

22          

22          

②研修参加支援

人

人23          

④その他

処遇改善の取組

○

○

前年度末うち委託等の相談員

①報酬の向上

前年度末

前年度末

うち定数外の相談員

うち定数内の相談員

消費生活相談員の配置

相談員数

相談員数

前年度末

具体的内容

期末手当の支給

相談員総数

相談員数 人

今年度末予定

今年度末予定

今年度末予定

今年度末予定

人

５．基金の管理



別添

自治体名 愛知県

○実施要領及び運営要領別添１メニュー６「地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業」

事業の名称 事業区分 事業概要 支出予定額（千円） 関連事業の有無 備考
地域社会における消費者問題解
決力の強化に関する事業（消費者
の安全・安心を確保するための取
組）

①

消費者被害の未然防止・拡大防止のため、情報発信に努める
ためウェブサイトコンテンツの充実を図る。

6,000

無

計 6000

※メニュー６において実施する500万円以上の事業についてご記入ください。


